
問広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（電513-2847、
フ211-3006）

地域とともにある学校づくりの推進

新型コロナウイルス感染症 発熱や咳、倦怠感などの症状がある人は、かかりつけ医または受診・相談センター（積極ガードダイヤル） 電241-4566 へ連絡してください。

　今年5月に市内で開催されるG７広島サミッ
ト。最新情報をお伝えします。
問広島サミット県民会議事務局（電225-8190、
フ225-8394）

広島サミット県民会議 検索2023年5月
19日㈮～21日㈰開催

⑥

　市は、将来の地域を支える人材の育成と地域コミュニティの活性
化を図るため、地域人材などを活用した教育活動を行っています。
問教育委員会指導第二課(☎504-2487、フ504-2142）

全ての市立学校を
コミュニティ・スクールに
　市は、地域ぐるみでの学校運営を
進めるため、令和2年度から各学校
に、「コミュニティ・スクール」を導入。
令和4年度に全ての市立学校をコ
ミュニティ・スクールとしました。
　コミュニティ・スクールとは、校内
に「学校運営協議会」を設置する学
校のことです。同協議会は、地域住
民や保護者などで構成。学校は、年
4回程度、同協議会を開催し、学校
運営の基本方針や目標の実現に向
けた取り組みなどについて協議を
行っています。

地域人材を活用した
教育活動

　「自分たちのまちを愛する心」や
「将来の地域社会を担う生き方や
働き方について考える力」を育む
ため、今年度から各学校で、学校運
営協議会と協議しながら、地域人
材などを活用した教育（学校教育
活動地域連携推進事業）を行って
います（右に事例）。
　学校と地域が連携を拡大するこ
とで、「地域とともにある学校づく
り」が進み、さらには、「学校を核と
した地域の活性化」につなげられ
ていくことが期待されます。

◆テーマ（右上記事参照）の検討
◆事業に関する支援などについて
　協議　協議

学校運営協議会など学校

コミュニティ・スクール

地域人材などを活用した取り組み事例

早稲田中学校（東区）

地域を守る人材を育てる防災学習
（地域の自然・歴史）
　防災士の資格を持つ地域の人を講
師に、地域で起きた豪雨災害を踏まえ
た防災に関する授業を行いました。
　避難方法などを学んだ生徒からは
「自分も将来、防災士の資格を取って
地域を守りたい」という感想が出るな
ど、地域社会の担い手としての責任感
や道徳心が育まれました。

郷土に息づく伝統文化を継承する
華道体験（伝統文化）
　伝統と文化に対する関心や理解を
深め、継承・発展への思いを育成する
ため、地域の華道家元と連携し、華道
体験を行いました。
　普段は触れる機会の少ない本物の
「いけばな」を体験した生徒たちの生
き生きとした表情を見て、講師も伝統
継承の手応えを口にしていました。

◆地域の人材などを活用した特色
　ある教育活動（右上に事例）

地域の住民など

◆学校教育活動への支援
　・地域人材などによる支援・協力

地　域

支援・協力

支援要請

将来の地域を支える人材の育成
地域コミュニティの活性化

学校運営協議会と協議しながら、「地域の自然・歴史」「伝統文化」「キャ
リア教育」の三つのテーマの中から地域人材などを活用した取り組みを
行っています。

仁保中学校（南区）

- 地域人材などを活用した教育活動の概要 -

◆今後、「広島市地域コミュニティ活性化ビジョン」（本紙4・５㌻特集参照）
に基づき構築されていく、地域の「新たな協力体制」との連携協力も
　図っていきます。

ひろしま市民と市政2

新型コロナワクチン
新型コロナワクチン

　市では次のとおり、生後６カ月～４歳の乳幼児と５歳～11歳の小児への
接種を実施しています。詳しくは市ホームページで。

なお、上記の接種全てを完了できないとしても一定の効果は期待されます。

乳幼児・小児への接種を実施しています

市ＨＰ ページ番号 206315

区分 乳幼児
（生後６カ月～４歳）

小児
（５歳～11歳）

使用するワクチン 乳幼児用
ファイザー社製ワクチン

小児用
ファイザー社製ワクチン

接種回数
初回接種 　　３回（※１） ２回（※２）

追加接種 なし １回（※３）

接種場所 医療機関（接種券に一覧表を同封）
（※1）

（※2）
（※3）

１回目接種から通常３週間後に２回目接種。２回目接種から８週間後に
３回目接種
１回目接種から通常３週間後に２回目接種
２回目接種から５カ月経過後に接種

＜保護者の同意なく、接種が行われることはありません＞
ワクチン接種は強制されるものではありません。さまざまな事情で接種する
ことができない人、接種を望まない人がいます。接種しないことによって不
利益な取り扱いがあってはなりません。

いよいよ開催まで
100日を切りました！

公式ロゴマークについて
　G7広島サミットロゴマーク（左）が、公募により決
定しました。ロゴマークを使用するには、事前に外
務省に申請の上、承認を受ける必要があります。使
用承認条件や承認手続きなど、詳しくは
外務省ホームページをご覧ください。

政府の公式ホームページが
開設されました

酒井悠汰
事務局員

藤田佳奈子
事務局員

G7広島サミットロゴマーク

　Ｇ７広島サミット
について、広く国内
外に向けて広報す
るため、政府の公
式ホームページが開設されました。Ｇ７広島サミット
の意義やテーマへの理解が深まるコンテンツのほ
か、広島や日本の魅力が発信されます。
ぜひ、ご覧ください。




